
災害危険区域の指定
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大な費用と期間が必要
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することにより、家屋
の浸水被害を解消
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気候温暖化対応農業プロジェクト
3つの視点

温暖化に対応した農作物等の安定生産
・本県主要作目への影響の調査
・気候温暖化に対応した栽培技術の検討

緑化植物等による地域環境の改善

・緑化作物による気温上昇抑制策の検討

新たな農作物の導入

・気候温暖化に対応した新規作物の検討

熱中症発生率推計モデルの構築

(1) 調査計画
（解析詳細の決定等）

(2) 資料収集整理
（熱中症患者数、
気候データなど）

(3) モデルの構築

(4) 将来予測計算

(5) 結果のとりまとめ

経年的な傾向の把握と再現

①熱中症
　患者数
　データ

②人口
　データ

④将来人口
　データ

将来気候
データ

③気候
　データ

将来計算結果

　気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、第4次評
価報告書で、最も厳しい緩和（温室効果ガスの削減）の
努力を行ったとしても、今後数十年にわたり、気候変動
のさらなる影響を避けられないこと、そのため、長期的
な緩和とともに適応の取組が不可欠であることを指摘し
ました。
　日本は早くから省エネを推進し、地球温暖化の緩和策
には先進的な努力を積み重ねています。これ
と同時に、地球温暖化・気候変動の重要性に
もいち早く注目し、1990年代からさまざま
な調査・研究や政策検討を行ってきました。
　環境省は、2008年に、我が国とアジアの
途上国における気候変動の影響・適応に関する
現在の科学的知見と、これを踏まえた効果的・
効率的な適応のあり方をとりまとめた「気候変
動への賢い適応」を公表しました。この報告で
は、影響と適応に関する最新の知見をレビュー
すると共に、政策決定への貢献も念頭におい
て、どのような研究を推進すべきかを提案し
ています。なお、より詳細な科学的研究とし
ては、環境研究総合推進費の研究プロジェク
トの一つとして、「温暖化の危険な水準及び温
室効果ガス安定化レベル検討のための温暖化
影響の総合的評価に関する研究」（2005～
2009年度）（旧地球環境研究総合推進費）、「温
暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」
（2010～ 2014年度）を実施しています。

　このような中、2010年に設置された「気候変動適応
の方向性に関する検討会」（座長：三村信男　茨城大学教
授）は、国内外の適応に関する動向をふまえ、気候変動
影響の研究者、各セクターの専門家、各府省の担当者か
らなる委員会により、国や地方公共団体が適応に取り組
む際の考え方や手順について検討を行いました。検討の
結果は「気候変動適応の方向性」としてとりまとめました。

地方公共団体などでも、既に、気候変動による影響のモニタリングや予測評価、適応への取組が進められつつあります。
本パンフレットでは、地方公共団体などによる取組の一例を紹介しています。

　東京都では、気候変動によって都内で生じる影響の予
測評価に着手しています。
　例えば、熱中症について、人口、気候、熱中症患者数
等のデータから熱中症発生率推計モデルを構築し、将来
の熱中症患者数を予測しています。

市民による残雪写真の一例
出典：長野県における地球温暖化現象の実態に関する調査研究
　　　報告書（2008年、長野県環境保全研究所）

出典：埼玉県ホームページ

出典：水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方
　　　について（答申）　資料編（2008年、国土交通省）

出典：東京都提供資料

地域における影響の予測評価 東京都

　長野県環境保全研究所では、気候変動の影響による
山岳地の積雪変化を捉えるため、写真画像を利用した
モニタリングを試みています。山岳地の残雪域の面積
を画像処理によりカウントするというものです。市民
と協力して定期的に撮影をすることで、より多くの地
点でのデータ蓄積につながる可能性があります。

山岳地の残雪モニタリング

　治水対策が困難な地域で、土地利用状況などを考慮
し、効果的・効率的に家屋浸水対策を実施する例があ
ります。

土地利用一体型防災事業長野県

　埼玉県は、2009年3月、温暖化対策として緩和とと
もに適応の概念も盛り込んだ「地球温暖化対策推進条例」
を制定しました。
　また、埼玉県環境科学国際センターでは、県内の農業
や自然環境、健康、大気汚染への影響を整理し、「緊急レ
ポート」として公表しています。特に、農業については品
目別の影響や適応策を具体的に検討しています。

適応を含む条例の制定、影響に関する
緊急レポートの公表 埼玉県

地域における脆弱性の評価（イメージ）
出典：「気候変動への賢い適応」（2008年、環境省）より作成

温室効果ガス安定化シナリオ別・
指標別の被害コスト
出典：「温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安定化レベル検討のための温暖化影響の総合的評価に
　　　関する研究」（2009年、S-4プロジェクトチーム）より作成

　環境研究総合推進費（旧地
球環境研究総合推進費）の研
究プロジェクトでは、温室効
果ガス安定化濃度シナリオご
との様々な影響による被害額
を推計している。

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

約11兆円／年

約13兆円／年

約17兆円／年
450ppm安定化シナリオ 550ppm安定化シナリオ BaU

洪水氾濫

被害（兆円／年）

熱ストレス死亡リスク
土砂災害
ブナ林の適域の喪失

砂浜の喪失
高潮浸水（西日本）

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090
年代 年代 年代

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

被害（兆円／年）

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

被害（兆円／年）

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090

外力、その他自然条件

…安全面は？（災害による被害など）

安全、健康など、国民の目から見た脆弱性を、総合的に評価

…健康面は？（熱中症、感染症など）

…経済面は？（産業への影響など）

…快適さは？（季節感の喪失など）

…文化や歴史は？（観光資源や文化財への被害など）

脆弱性 対応力

気  温

時間雨量

標  高

65歳以上人口

独り暮らし人口

平均在宅時間

護岸整備率

透水面率

エアコン普及率

など など など

　「気候変動への賢い適応」では、地域での脆弱性評価の重要性に言及
している。
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気候変動適応の方向性
̶要約̶

気候変動適応の方向性 ̶要約̶

地域での適応への取組が始まっている



適応策の計画・実施の全体像

計画・実施の10ステップ＝詳細・具体的な方法

個別分野の適応策

(9)

(1) 過去の観測データの分析、既存の施策に含まれ
る気候変動・異常気象対応等の点検

(10) フィードバック・再
評価による見直しの
実施（数年おきに繰
り返す)

(4) 影響・脆弱性・対応力の評価、及びそれらを踏
まえたリスク評価

(5) 適応策の必要性・優先順位（コスト分析を含む）
の把握

(8) 統合的適応策・基盤強化施策――横断的取組、制度改善、組織・体制整備を含む

(2) 気候変動とその影響のモニタリングの計画・実施

(3) 気候変動とその影響の将来予測

(6) 適応策の立案・実施

(7) 適応策の進捗・効果の把握・評価

既存の計画・施策への
適応策の組み込み
* ソフト・ハードを含む多
様なオプションの活用
* 相乗効果の発揮、社会・
環境その他の分野への
悪影響の防止

住
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
情
報
共
有

1999年までの記録 2004年までの記録

　本検討は、以下の3つを目的として取りまとめています。
（1）国及び地方公共団体の適応策関係部局が整合的に適応策の検討・計画・実施に取り組むため、適応策検討

の現状、最新の科学的知見・行政の情報を踏まえ、適応策の基本的な方向性を示すこと。

（2）具体的な適応策の検討・計画・実施支援のため、分野共通的な適応策具体化の基本的事項を示すこと。

（3）適応の意義及び必要性が充分に浸透していない現状を克服し、地方公共団体を含め国全体として適応に取
り組む意識・機運を向上させること。

　本検討では、地域レベルで適応に取り組むステップを提案しました。初めて適応策に取り組む場合や、情報
が限られている場合、入手できる情報のみを活用する簡易な方法もあわせて提案しました。

　本検討では、現時点で実施することが合理的と考
えられる適応策の類型を以下のように整理しました。

応急的対応＝短期的適応策
　豪雨被害の危機管理体制強化など、現在、既に生じて
いる、気候変動に起因する可能性が高い短期的影響を応
急的に防止・軽減する対応策です。

予測される個別影響への対応＝中長期的適応策
　堤防の整備など、各分野で中長期的に生じ得る影響に
対する適応です。リスクの低減効果とコスト等の総合判
断が必要になります。

統合的適応策、基盤強化施策＝中長期的適応策
　従来個別分野ごとに取り組まれてきた施策を一体的に
扱うことで、より合理的にする取組及び地域や分野の技
術・制度・財政・人材等の基盤的要素を強化する取組です。
長期的視野で計画的・着実に推進する必要があります。

必要な情報の整備
　地域や分野に関する基礎的な情報を収集・蓄積・管理・
利活用するための体制の整備、手法の構築を行います。

適応に関する意識の向上
　適応策の必要性に関する国民全体及び適応策関連部局
関係者の理解・意識を向上させます。国・地方公共団体
等での担当組織の明確化、各主体の役割と連携も必要に
なります。

　左記の適応策を実施するための基盤として、次のものが
必要となります。

ムラサキツバメは、以前は日
本の南部に分布していたチョ
ウだが、近年、その分布が北
上している。このような生物
のモニタリングも重要な情報
整備の一つである。

(1) 国・地方公共団体などでの担当部局の明確化

(2) 各主体の役割の実行と連携

(3) 住民との情報共有

(4) 人材の育成・活用

(5) 今後3 ～ 5年で利用可能となるであろう科学的知見の
整備と、その活用促進

国レベルの施策・事業におけるモニタリング、
予測、リスク評価の実施、国民との情報共有、
適応策の立案・実施、研究・開発の促進、普及啓発、
情報基盤整備

地方レベルの施策・事業におけるモニタリング、
予測、リスク評価の実施、国民との情報共有、
適応策の立案・実施、進捗評価

日常生活において個人や家庭で取り組める適応策
の実施、地方公共団体による適応の取組への参加・
協力

事業活動に対する気候変動影響の認識と対応（需
要の変動、災害の頻発や激甚化など）、事業活動
における適応への配慮、適応に資する新たなビ
ジネスの展開

モニタリングの計画・実施の例
　国や地方公共団体が実施主体となります。住民も、地方公共団体の取組への参加等を通して実施すること
ができます。既に、地方公共団体が、自分たちの地域特性を踏まえて独自の取組を進めている例があります。
次のページの長野県の例を参照して下さい。

気候変動とその影響の将来予測の例
　今後数年で成果が利用できるようになると期待される、国レベルの研究が多数あります。「21世紀気候変
動予測革新プログラム（文部科学省）」、「気候変動への適応策策定に資するための気候・環境変化予測に関す
る研究（気象庁）」、「地球温暖化に係る政策支援と普及啓発のための気候変動シナリオに関する総合的研究
(S-5)（環境省）」、「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究(S-8)（環境省）」、「気候変動適応戦略イニ
シアチブ（文部科学省）」などです。

リスク評価の例
　ある地域で、包括的かつ分野別に影響評価を行ったり、優先度の高い分野などに特化してリスク評価を行っ
ている例があります。分野別の影響評価の事例として、次のページの東京都の例を参照して下さい。

適応策の立案・実施の要点
　適応の必要性や優先順位を把握した上で、個別の適応策を立案します。その際、新規に立案するのではなく、
まず各分野の既存の計画・施策に適応の視点を組み込むことで、既存の仕組みや枠組を最大限に活用し、効
果的・効率的に適応を進めます。次のページの埼玉県の例や防災の例を参照して下さい。

国

地方公共団体

国　民

事業者

適応策の実施に必要となる基盤

関東地方におけるムラサキツバメの記録

ムラサキツバメ（メス）

検討の目的 適応の具体的な取組のステップ

現時点の科学的知見を踏まえた適応策の方向性


